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平成１８年３月１５日判決言渡 平成１４年(ワ)第１０３６５号損害賠償請求事件

判決

主文

１ 被告は，原告らに対し，各金１７０万円及びこれに対する平成１２年８月５

日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による金員を支払え。

２ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

， ， 。３ 訴訟費用はこれを１０分し その１を被告の その余を原告らの負担とする

４ この判決は，１項に限り，仮に執行することができる。

事実及び理由

第１ 請求

被告は，原告らに対し，各金３９４５万４２５０円及びこれらに対する平成

１２年８月５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２ 事案の概要

本件は，原告らが，被告の営む診療所で平成１２年○月○日出生した原告ら

の子である亡Ａ（平成１６年○月○日死亡。以下「Ａ」という ）が，産婦人科医。

である被告の不適切な診療行為によって分娩の過程で低酸素性虚血性脳症を発症し

たとして，不法行為に基づき，損害の賠償及びこれに対するＡが出生した日から支

払済みまでの間の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案で

ある。

１ 前提となる事実（証拠等の摘示のない事実は，当事者間に争いがない ）。

， ， ， ，( ) 原告Ｂは 平成１１年１２月１０日から 被告の経営する産科 婦人科1

麻酔科の診療所「北見医院 （以下「被告医院」という ）に通院し，被告の診療」 。

を受けながら出産に向けて準備をしていた。出産予定日は平成１２年８月２日（以

下，平成１２年については月日のみを記載する ）であった。この間，格別の異常。

はなかった。
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( ) 原告Ｂは，７月に４回被告医院を受診したが，この間も，格別の異常は2

なかった（乙Ａ１，４ 。被告は，同月１５日には，超音波検査を行って，胎児の）

体重を３２７６ｇと推定し，原告Ｂに対しその旨を説明した。

原告Ｂは，８月２日にも受診した。同日，ノンストレス・テスト（妊娠末

期の妊婦に分娩監視装置を装着し，何も負荷しない自然の状態で記録された胎児心

拍陣痛図（ＣＴＧ）の所見から，胎児の健康状態を評価する胎児・胎盤機能検査。

甲Ｂ２）を受けたが，異常は認められなかった（乙Ａ１ 。）

( ) 原告Ｂは，８月４日深夜と翌５日に破水のような現象が起きたため（甲3

Ａ５ ，被告医院に連絡し，その指示により同月５日午後６時ころ入院した。）

， ， ， ， ， ，入院時 被告は 微弱陣痛であると判断して 同日午後６時 ７時 ８時

９時及び１０時の５回，陣痛促進剤であるプロスタグランジン製剤のプロスタグラ

ンジンＥ２を内服させた。

被告は，同日午後１０時２０分ころ，子宮が全開であると判断して，原告

Ｂを分娩室に入室させた。さらに，午後１０時２１分に２５０ の５％ブドウ糖ml

液の点滴投与を始め，午後１０時２２分から陣痛促進剤であるオキシトシン製剤の

アトニン－Ｏ（以下「アトニン」という ）５単位を点滴に加えた。。

被告は，この間，原告Ｂに分娩監視装置を装着しなかったが，ドップラー

胎児心音検出装置（以下「ドップラー装置」という ）により間欠的に胎児心拍数。

を聴取する方法（５秒ずつ３回聴取する方法）により，胎児心拍数を確認し，それ

をその都度原告Ｂに告げていた。

アトニンの投与後，胎児心拍数は，同日午後１０時４５分に１１６回／分

と減少し，午後１１時には１０８回／分とさらに減少した（胎児心拍数１２０回／

分以下は軽度徐脈とされている。甲Ｂ２ 。そこで，被告は，これに対応するため）

に吸引を行うなどした結果，同日午後１１時８分，経膣分娩によりＡが出生した。

出生時の体重は３７２５ｇであった。

出生後，Ａが多呼吸になったため，被告は，市民病院にＡの受入れを要請
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したが，Ｏ－１５７による病棟閉鎖を理由に断られた。そこで，翌６日午前０時３

７分ころ救急車の出動を要請し，同日午前０時４０分ころ被告も付き添って被告医

院を出発し，同日午前０時４６分ころ共済病院に到着した。

（被告本人，弁論の全趣旨）

( ) 共済病院のＤ医師は，８月９日までに，潜在性仮死による低酸素性虚血4

性脳症と診断をした（甲Ａ２ 。）

Ａは，同月９日，大学病院の新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）に転院し，９

月２４日退院した。同センターでは，同月１０日，新生児仮死，低酸素性虚血性脳

症，新生児のけいれんと診断されている（甲Ａ３の２ 。）

( ) Ａは，その後も，大学病院に入通院を繰り返した。平成１３年１月１７5

日には 「新生児仮死による低酸素性脳障害，それによる知能障害，脳性麻痺，症，

」 （ ）。 ， ，候性点頭てんかん と診断された 甲Ａ３の１ また 平成１４年５月９日には

診断名として 「重度精神遅滞，脳性麻痺，てんかん」とされ，強い剛直症状の筋，

緊張を示し，寝返り，座位保持は不能，咽頭筋麻痺のため嚥下ができず経鼻経管補

給を行うことを要する，てんかんは難治である旨診断された（甲Ａ１ 。）

， ， ， （ ）。そして Ａは 平成１６年８月１２日 急性脳死により死亡した 甲Ａ６

２ 争点及びこれに関する当事者の主張

本件における争点は，過失論（争点１）のほか，被告の過失とＡの脳障害と

の間の因果関係の有無（争点２）及び損害額（争点３）に大別される。

過失論に関する争点は，多岐にわたるが，Ａの分娩の経緯に即すと，次のと

おりである。

( ) 帝王切開を選択しなかった過失の有無（争点１－１）1

( ) 陣痛促進剤（プロスタグランジンＥ２及びアトニン）の投与に関する過2

失の有無（争点１－２）

ア 適切に分娩監視をしなかった過失の有無（争点１－２－１）

イ 陣痛促進剤の使用方法を誤った過失の有無（争点１－２－２）
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ウ Ａの心拍数減少を看過した過失の有無（争点１－２－３）

( ) クリステレル圧出法を多数回行った過失の有無（争点１－３）3

( ) 出生直後のＡに対する措置に関する過失の有無（争点１－４）4

（ ）ア 小児科医の診療を受けさせることが遅れた過失の有無 争点１－４－１

イ 適切な蘇生措置を行わなかった過失の有無（争点１－４－２）

そして，上記各争点に関する当事者の主張は，別紙当事者の主張記載のとお

りである。

第３ 争点に対する判断

１ 被告医院における分娩の経過

前記第２の１（前提となる事実）及び証拠（甲Ａ２，５，乙Ａ１ないし５，

証人Ｄ，原告Ｂ，被告本人）によれば，次の事実を認めることができる。

( ) 原告Ｂは，８月５日午後６時ころ，その前日の深夜と当日に破水のよう1

な現象があったとして，被告医院を受診した。被告が診断したところ，弱い子宮収

縮があり，肉眼的に水溶性分泌物（混濁なし）が認められ，ＲＯＭチェックにより

破水が確認された。子宮口は４㎝開大し，児頭はほぼ固定していた。被告がドップ

ラー装置で胎児心拍数を５秒ずつ３回測定（以下，胎児心拍数の測定はすべて同様

の方法によった。被告医院には分娩監視装置が設置されていたが，本件分娩当日は

。） （ ） 。 ，使用されなかった した結果各１２回 １４４回／分 と正常であった 被告は

微弱陣痛であると判断し，陣痛促進剤であるプロスタグランジンＥ２を投与するこ

とにし，まず１錠を原告Ｂに服用させた。

( ) その後Ｂが分娩室に入るまでの経過は，おおむね次のとおりである。2

午後６時２０分，子宮口開大を目的としてネオメトロを挿入した

午後７時，プロスタグランジンＥ２を１錠服用させた。胎児心拍数は，１

１回が２回，１０回が１回（１２８回／分 ，陣痛の周歇（陣痛と陣痛の間隔）は）

１０分，発作（陣痛の継続時間）は２０秒であった（原告Ｂの腹部に手を当てる方

法で測定。以下同じ 。。）
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午後８時，プロスタグランジンＥ２を１錠服用させた。胎児心拍数は各１

１回（１３２回／分 ，陣痛の周歇は８ないし９分であった。）

被告が午後８時４０分に内診したところ，子宮口開大が５ないし６㎝，子

宮頚部の展退度が７０ないし８０％，児頭は，ネオメトロのためやや可動で，ＳＰ

（ステーションポイント）は－２であった。この時点で，ネオメトロを抜去した。

胎児心拍数は１２回が２回，１３回が１回（１４８回／分 ，陣痛の周歇は５分で）

あった。

午後９時，プロスタグランジンＥ２を１錠服用させた。胎児心拍数は各１

２回（１４４回／分 ，陣痛の周歇は４ないし５分であった。）

午後１０時，プロスタグランジンＥ２を１錠服用させた。陣痛の発作は２

５ないし３０秒，周歇は３ないし５分であった。

( ) その後のＡ娩出に至る経過は，おおむね次のとおりである。3

被告は，午後１０時２０分，陣痛が増強したとのことで，原告Ｂを分娩室

に入室させ，内診をした。その結果，子宮口が柔軟になっており，８㎝開大，展退

度が７０ないし８０％，児頭は固定し，ＳＰ±０と児頭の下降も良好であった。

午後１０時２１分，２５０ の５％ブドウ糖液の点滴投与を開始した。ml

胎児心拍数は１１回が２回，１０回が１回（１２８回／分）であった。

午後１０時２２分から，アトニン５単位を上記点滴に加え，その投与を開

始した。

アトニンは，１分間に６０滴で１ 投与するマイクロドリップで投与しml

たが，その速度としては，２ないし３ｍ単位／分から始め，以後，速度を少し上げ

下げし，最大時では，１分間に１２，３滴（４ないし４．３ｍ単位／分）まで増や

した。

午後１０時４５分，胎児心拍数は１０回が２回，９回が１回（１１６回／

分。軽度徐脈）であった。

午後１１時，胎児心拍数は各９回（１０８回／分。軽度徐脈）であった。
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， ， ， ，被告は 胎児心拍数が低下傾向にあると判断し 会陰切開の上 吸引分娩に着手し

午後１１時８分，Ａを娩出させた。出生時の体重は３７２５ｇであった。

Ａの出生直後の呼吸数は４０回／分，心拍数は１１０回／分であった。

( ) Ａの出生直後の経過は，おおむね次のとおりである。4

Ａは，午後１１時１１分ころ，初めて啼泣したが，弱いものであった。Ａ

に呼吸停止，心停止はなく，アプガースコア自体もさほど低くはなかったが，自発

呼吸がやや弱いと感じられたため，ジャクソンリースにより酸素投与を開始した。

午後１１時２５分，胎盤を娩出したが，特に異常は認められなかった。Ａ

の呼吸数は４０回／分，心拍数は１２０回／分であった。

午後１１時３５分，Ａの呼吸数は６０回／分，心拍数は１４０回／分と多

呼吸になった。被告は，ジャクソンリースによる酸素投与を引き続き行い，経過観

察をしたが，呼吸数の低下がみられなかったため，ＮＩＣＵへの転送を考え，市民

病院に連絡したが，Ｏ－１５７による病棟閉鎖のため断られた。そこで，被告は，

共済病院に連絡し，受入れの内諾を得，翌８月６日午前０時３７分，救急車の出動

を要請したところ，０時４０分ころ救急車が到着した。このころまでの間に，Ａの

呼吸数は，最大８０回／分まで上昇したこともあった。

被告は，救急車に同乗して，自ら酸素投与を行いながら，Ａを共済病院に

搬送し，０時４６分，共済病院に到着した。その時点におけるＡの動脈血酸素分圧

は９９．５と正常値を示していた。

２ 争点１－１（帝王切開を選択しなかった過失の有無）について

( ) ＣＰＤ，前期破水についての医学的知見1

ア 児頭骨盤不均衡（ＣＰＤ （甲Ｂ２，２９））

児頭と骨盤の間に大きさの不均衡があるため，分娩が停止したり，母児

に危険が切迫したり，障害が予想される場合をいう。陣痛発来前にＣＰＤの疑いを

持つべきか否かのスクリーニングとしては，リスク因子による場合と，機能的方法

（Ｓｅｉｚ法による検査など）による場合がある。リスク因子としては，母の低身
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長（１５０㎝以下，特に１４５㎝以下 ，巨大児，高年初産婦などがある。）

ＣＰＤの疑いがある場合には，Ｘ線骨盤計測，超音波断層検査を行い，

ＣＰＤ（＋）と認められれば帝王切開を行うが，ＣＰＤ（±）であれば，試験分娩

を行い，児頭下降（－ ，胎児仮死（＋）である場合には帝王切開を行う。）

イ 前期破水（甲Ｂ２８）

陣痛発来前に起こる破水をいう。羊水量の減少をもたらし，陣痛発来の

後では臍帯圧迫の危険が増加することから，胎児仮死の頻度も増大する。破水後２

４時間以上経過しても分娩に至らない遷延破水においては，母児の感染と，羊水減

少に伴う羊水過少症候群が臨床的に問題となる。正期産での前期破水は分娩開始の

引き金となり，誘発分娩が行われることが多く，特に感染の合併が疑われる場合に

は急速遂娩の対象となる。

( ) 原告Ｂは，Ａを出生した当時，身長１５１㎝，２６歳であり（乙Ａ１ ，2 ）

上記( )認定のＣＰＤのリスク因子としての低身長，高年初産婦には直ちには該当1

しない また Ａは 出生体重４０００ｇ以上ではなく 巨大児にも該当しない 原。 ， ， ， （

告は，この点については，積極的に争っていない 。さらに，本件では原告Ｂに。）

入院の前日深夜に破水のような現象が起きているが，入院時にはそれから２４時間

を経過しておらず，羊水過少症候群を具体的に疑う状況でもなかった。

こうした事実に徴すれば，被告がＣＰＤの存否を判断するために積極的に

検査をしなかったことについて，過失があったとはいえない。

( ) また，原告らは，被告には，帝王切開の準備もしておいて，自然分娩が3

スムーズに行かず児の状態が危ぶまれるときには，直ちに帝王切開に切り替えるべ

き注意義務があった旨主張する。

確かに，原告Ｂは身長が１５０ に近い小柄であり，被告は，原告Ｂがcm

入院時に破水していることを確認しているのであるから，分娩が順調に進まないこ

， 。とも考慮して 帝王切開の準備もしておくことが望ましかったということができる

そして，この点については，被告本人尋問の結果によれば，被告医院においては，



- 8 -

消毒済みの器具を用意しており，助手となるべき医師についても，連絡して１時間

半以内に児を帝王切開により娩出させることが可能な体制になっていたことが認め

られ，このような準備状況の適否が一応問題になる。

しかしながら，上記１( )認定のとおり，被告は，胎児心拍数について軽3

度徐脈があると判断して吸引分娩を開始し，その後１０分足らずの間にＡを娩出し

ているのであるから，本件においては，帝王切開の準備状況の適否は，Ａの症状に

何らの影響も及ぼしていないことが明らかである。してみると，原告らの上記主張

は，採用の限りでない。

３ 争点１－２（陣痛促進剤の投与に関する過失の有無）について

原告らは，被告には，陣痛促進剤を投与するに際し，分娩監視装置を使用し

なかった過失又はそれに相応する監視をしなかった過失 別紙当事者の主張の２( )（ 2

及び( ) ，陣痛促進剤の使用方法を誤った過失（同３）がある旨主張する。そこ3 ）

で，以下この点について検討する。

( ) 証拠（甲Ｂ２，甲Ｂ１３の１，２，甲Ｂ１４，１７，１９，乙Ｂ１０）1

によれば，被告が本件分娩に際し使用した陣痛促進剤であるプロスタグランジンＥ

２及びアトニンに関して，次の事実が認められる。

ア 本件分娩当時の能書の記載（いずれも平成１２年２月改訂）

(ア) プロスタグランジンＥ２（一般名ジノプロストン）錠（乙Ｂ１０）

「 」 ，「 ，ａ 添付文書冒頭の 警告 欄に 過強陣痛や強直性子宮収縮により

胎児仮死・・・等が起こることがあり，慎重に行うこと」として，３点が記載され

ている 「１ 患者及び胎児の状態を十分観察して，本剤の有益性及び危険性を考。

慮した上で，慎重に適応を判断すること 「２ 本剤は点滴注射剤に比べ調節性。」，

に欠けるので，分娩監視装置等を用いて胎児の心音，子宮収縮の状態を十分に監視

出来る状態で使用すること 「３ オキシトシン，ジノプロスト（ＰＧＦ２）と。」，

の同時併用は行わないこと。また，前後して使用する場合も，過強陣痛を起こすお

それがあるので，十分な分娩監視を行い，慎重に投与すること 」である。。
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ｂ 「用法・用量」欄には，次の４点が記載されている 「１ 通常１。

回１錠を１時間毎に６回，１日総量６錠（ジノプロストンとして３㎎）を１クール

とし，経口投与する 「２ 体重，症状及び経過に応じ適宜増減する 「３。」， 。」，

本剤の投与開始後，陣痛誘発，分娩進行効果を認めたとき，本剤の投与を中止す

る 「４ １日総量ジノプロストンとして１クール３ｍｇ（６錠）を投与し，効。」，

果の認められない場合は本剤の投与を中止し，翌日あるいは以降に投与を再開す

る 」である。。

ｃ 「使用上の注意」の「２ 重要な基本的注意」欄には 「本剤は点，

滴注射剤に比べ調節性に欠けるので，分娩監視装置等を用いて子宮収縮の状態及び

胎児心音の観察を行い，投与間隔を保つよう十分注意し，陣痛誘発効果，分娩進行

効果を認めたときは中止し，過量投与にならないよう慎重に投与すること 」と記。

載されている。

ｄ 「使用上の注意」の「３ 相互作用」欄には 「( ) 併用禁忌（同， 1

時併用しないこと 」として「オキシトシン アトニン－Ｏ」が 「( ) 併用注意） ， 2

（ ）」 「 」 ， ，前後して使用する場合は注意すること として オキシトシン が いずれも

類似の作用を持つ薬剤を使用することにより作用を増強するとの機序により過強陣

。 ， ，痛を起こしやすいと記載されている そして 併用注意の場合の措置方法としては

「投与間隔を保ち十分な分娩監視を行い，慎重に投与すること 」と記載されてい。

る。

(イ) アトニン－Ｏ５単位（一般名オキシトシン （甲Ｂ１４））

ａ 添付文書の冒頭の赤枠の「警告」欄に 「本剤を分娩誘発，微弱陣，

痛の治療の目的で使用するにあたって 過強陣痛や強直性子宮収縮により，胎児仮

死・・・等が起こることがあり，母体あるいは児が重篤な転帰に至った症例が報告

されているので，本剤の投与にあたっては以下の事項を遵守し慎重に行うこと 」。

として，次の４点が記載されている 「１ 患者及び胎児の状態を十分観察して，。

本剤の有益性及び危険性を考慮した上で，慎重に適応を判断すること 「２ 分。」，
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娩監視装置等を用いて 胎児の心音 子宮収縮の状態を十分に監視すること ３， ， 。」，「

本剤の感受性は個人差が大きく，少量でも過強陣痛になる症例も報告されている

ので，ごく少量からの点滴より開始し，陣痛の状況により徐々に増減すること。ま

た，精密持続点滴装置を用いて投与することが望ましい 「４ プロスタグラン。」，

ジン製剤（ＰＧＦ２α，ＰＧＥ２）との同時併用は行わないこと。また，前後して

投与する場合も，過強陣痛を起こすおそれがあるので，十分な分娩監視を行い，慎

重に投与すること 」である。。

ｂ 「禁忌（次の患者には投与しないこと 」欄に 「２ 分娩誘発，） ，

微弱陣痛の治療の目的で使用するにあたって」として 「( ) プロスタグランジ， 1

ン製剤（ＰＧＦ２α，ＰＧＥ２）を投与中の患者」と記載されている。

ｃ 「用法，用量」欄に 「１ 分娩誘発・微弱陣痛」として 「点滴， ，

静注法 オキシトシンとして，通常５～１０単位を５％ブドウ糖液（５００ ）ml

等に混和し，点滴速度を１～２ミリ単位／分から開始し，陣痛発来状況及び胎児心

拍等を観察しながら適宜増減する。なお，点滴速度は２０ミリ単位／分を超えない

ようにすること 」と記載されている。。

ｄ 「用法・用量に関連する使用上の注意」欄に 「２ 分娩誘発，微，

弱陣痛の治療の目的で使用する場合は，以下の点に留意すること 」として，次の。

２点が記載されている 「( ) 本剤に対する子宮筋の感受性は個人差が大きく，。 1

少量でも過強陣痛になる症例があることなどを考慮し，できる限り少量（２ミリ単

位／分以下）から投与を開始し，陣痛発来状況及び胎児心音を観察しながら適宜増

減すること。過強陣痛等は，点滴開始初期に起こることが多いので，特に注意が必

要である 「( ) 点滴速度をあげる場合は，一度に１～２ミリ単位／分の範囲。」， 2

で，４０分以上経過を観察しつつ徐々に行うこと。点滴速度を２０ミリ単位／分に

あげても有効陣痛に至らないときは，それ以上あげても効果は期待できないので増

量しないこと 」である。。

ｅ 「使用上の注意」の「３ 相互作用」欄には 「併用禁忌（併用し，
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ないこと 」として「プロスタグランジン製剤（ＰＧＦ２α，ＰＧＥ２）プロスタ）

ルモンＦ，プロスタルモンＥ錠等」が 「併用注意（併用に注意すること 」とし， ）

て「プロスタグランジン製剤（ＰＧＦ２α，ＰＧＥ２ 」が記載されている 「併） 。

」 ， ， ，用禁忌 の場合の臨床症状としては 同時併用により 過強陣痛を起こしやすいと

また 「併用注意」の場合については 「両剤を前後して使用する場合は，過強陣， ，

。」 。痛を起こすおそれがあるので十分な分娩監視を行い投与する と記載されている

機序・危険因子としては 「本剤及びこれらの薬剤の有する子宮収縮作用が併用に，

より増強される 」と記載されている。。

イ 陣痛促進剤による分娩誘発の適応，要約

日本母性保護産婦人科学会は，平成８年２月，厚生省（当時）から陣痛

， 「 」促進剤の適正使用の推進について協力依頼を受け 会員向けの 日母産婦人科医報

１９９６年第４号において陣痛促進剤を使用する分娩誘発の適応，要約について次

の事項を掲載した。なお，そのころ，厚生省から，日本産科婦人科学会にも同様の

協力依頼がされている（甲Ｂ１３の２ 。）

(ア) 「分娩誘発の要約」中には 「( ) 分娩監視装置等を用いて十分， 5

な監視をすること 」との項目がある。。

(イ) 陣痛促進剤を使用するに当たっての 共通の注意事項 として ( )「 」 ，「 2

これらを陣痛誘発，分娩促進の目的で使用する際は，過強陣痛や強直性陣痛によ

り，胎児仮死・・・を起こす可能性があるため，分娩監視装置等を用いて十分な監

視のもとで使用すること 「( ) これら製剤をいかようにも併用することはすべ。」 3

て禁忌である ・・・・前後して投与する場合も過強陣痛を誘発することがあるた。

め十分な分娩監視を行い，慎重に投与すること 」と記載されている。。

(ウ) プロスタグランジンＥ２使用上の注意点として 「( ) 本剤投与， 6

後，他の陣痛促進剤を用いる場合は，プロスタグランディンＥ２内服後少なくとも

１時間を経て後に用いること 」と記載されている。。

( ) 上記( )認定事実によれば，次のことが明らかである。2 1
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（ ）ア 本件で投与された陣痛促進剤アトニン－Ｏ５単位 一般名オキシトシン

の添付文書には，その冒頭の赤枠の「警告」欄に，分娩誘発，微弱陣痛の治療の目

的で使用するに当たっては，過強陣痛や強直性子宮収縮により，胎児仮死等が起こ

， ，ることがあり 母体あるいは児が重篤な転帰に至った症例が報告されているとして

次の４点を遵守し慎重に行うべき旨が記載されていた。

すなわち，第１点は，患者及び胎児の状態を十分観察して，同薬剤の有

益性及び危険性を考慮した上で，慎重に適応を判断することである。

第２点は，分娩監視装置等を用いて，胎児の心音，子宮収縮の状態を十

分に監視することである。

第３点は，同薬剤の感受性は個人差が大きく，少量でも過強陣痛になる

症例も報告されているので，ごく少量の点滴から開始し，陣痛の状況により徐々に

増減すること，また，精密持続点滴装置を用いて投与することが望ましいことであ

る。

， ， ，第４点は プロスタグランジン製剤との同時併用は行わないこと また

前後して投与する場合も，過強陣痛を起こすおそれがあるので，十分な分娩監視を

行い，慎重に投与することである。なお，この点について，添付文書の「禁忌（次

の患者には投与しないこと 」欄では，本件で投与したプロスタグランジンＥ２を）

投与中の患者も挙げている。また，その「使用上の注意」の「相互作用」欄では，

プロスタグランジンＥ２を 「併用禁忌（併用しないこと 」及び「併用注意（併， ）

用に注意すること 」として挙げている。その理由について，同時併用により過強）

陣痛を起こしやすい旨，また，両剤を前後して使用する場合には過強陣痛を起こす

おそれがある旨，そして，その機序・危険因子について 「本剤及びこれらの薬剤，

の有する子宮収縮作用が併用により増強される」旨記載されていた。

イ また，上記アトニン－Ｏに先だって投与されたプロスタグランジンＥ２

（一般名ジノプロストン）錠の添付文書には，その冒頭の「警告」欄に，過強陣痛

や強直性子宮収縮により，胎児仮死等が起こることがあり，慎重に投与を行うべき
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であるとして，次の３点が明記されていた。すなわち，① 患者及び胎児の状態を

十分観察して，同薬剤の有益性及び危険性を考慮した上で，慎重に適応を判断する

こと。② 同薬剤は点滴注射剤に比べ調節性に欠けるので，分娩監視装置等を用い

て胎児の心音，子宮収縮の状態を十分に監視出来る状態で使用すること。③ オキ

シトシン等との同時併用は行わないこと，また，前後して使用する場合も，過強陣

， ， 。痛を起こすおそれがあるので 十分な分娩監視を行い 慎重に投与することである

そして，その添付文書の「使用上の注意」の「重要な基本的注意」欄にも，同趣旨

の記載がされていた。

， ， 「 」その使用方法については より具体的に ① 添付文書の 用法・用量

欄に，通常１回１錠を１時間毎に６回，１日総量６錠を１クールとし，経口投与す

る旨や，体重，症状及び経過に応じ適宜増減し，その投与開始後，陣痛誘発，分娩

進行効果を認めたとき，その投与を中止する旨等が，また，② 「使用上の注意」

の「相互作用」欄に，オキシトシン製剤について，類似の作用を持つ薬剤を使用す

ることにより作用を増強するとの機序により過強陣痛を起こしやすいとして 「併，

用禁忌（同時併用しないこと 」及び「併用注意（前後して使用する場合は注意す）

ること 」である旨及び後者の「併用注意」の場合の措置方法として投与間隔を保）

ち十分な分娩監視を行い，慎重に投与すべき旨が記載されている。

ウ こうした添付文書上の記載に加え，上記( )認定の陣痛促進剤の適正使1

用の推進に向けた厚生省，日本母性保護産婦人科学会等の動き等を総合的に検討す

ると，陣痛促進剤はそれぞれ単独で投与しても，過強陣痛や胎児仮死を引き起こす

危険があることから，被告は，プロスタグランジンＥ２に引き続いてアトニンを投

与するに当たっては，本件当時の開業医の医療水準として，まず，アトニンの有益

性及び危険性を考慮して適応の有無を慎重に判断の上，分娩監視装置等を用いて胎

児の心音や子宮収縮（陣痛）の状態を十分に監視しつつ，慎重に投与するようにす

べき注意義務が課せられていたものというべきである。

( ) 次に，上記１認定の被告医院における分娩の経過によれば，次のことが3
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明らかである。

ア 被告は，原告Ｂに対し，８月５日午後６時から午後１０時まで，１時間

おきにプロスタグランジンＥ２を１錠ずつ投与した上で，午後１０時２２分から，

， ，アトニン５単位を２５０ の５％ブドウ糖液に加えて点滴投与を開始し 当初はml

２ないし３ｍ単位／分で投与し，以後，速度を上げ下げして，最大時では４ないし

４．３ｍ単位／分まで増やして投与した。

イ そして，この間の被告医院における分娩監視の状況は，次のとおりであ

った。すなわち，(ア) 胎児心拍数については，ドップラー装置により５秒ずつ３

回測定する方法によって，同日午後６時，午後７時，午後８時，午後８時４０分，

午後９時，午後１０時２１分，午後１０時４５分，午後１１時に測定した。また，

(イ) 陣痛の周歇や発作については，原告Ｂの腹部に手を当てる方法によって，同

（ ）， （ ）， （ ），日午後７時 周歇及び発作 午後８時 周歇のみ 午後８時４０分 周歇のみ

午後９時（周歇のみ ，午後１０時（周歇及び発作）に測定した。）

被告医院には分娩監視装置が設置されていたが，本件分娩当日は，それ

を使用することなく，上記方法によった。

ウ なお，被告は，分娩監視の状況について，その本人尋問において，上記

に止まらず，胎児心拍数については，分娩室に入ってからは５分以内の間隔でドッ

プラー装置により聴取していた，また，陣痛についても，原告Ｂの腹を触ってみた

り，原告Ｂの状況を観察していた，しかし，格別の異常は生じていなかった旨を供

述している。

もとより，被告は，原告Ｂの分娩の担当医師として，胎児の心拍数や原

， ，告Ｂの陣痛の状況を観察しながら その分娩に立ち会っていたものと推認されるが

その具体的な内容については，上記認定事実以上には，それを客観的に明らかにす

る証拠がない。そして，記録化されているデータの把握の方法が上記認定の如くで

ある以上，仮に被告が上記認定の頻度を超えて胎児心拍数及び陣痛の状況を確認し

ていたとしても，その方法は，上記認定と同様のものであったと推認される。
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( ) そこで，上記( )の観点に立って，上記( )認定の被告の上記各薬剤の投4 2 3

与状況について検討すると，被告には，アトニンの投与の過程における分娩監視の

在り方において注意義務違反があったものというべきである。その理由は，次のと

おりである。

ア 上記( )説示のとおり，アトニンについては，本件当時の添付文書上，2

プロスタグランジン製剤との同時併用は行わないこと，また，前後して投与する場

合も，過強陣痛を起こすおそれがあるので，十分な分娩監視を行い，慎重に投与す

べき旨が警告されていた。そして，その理由，機序等についても，添付文書の「使

用上の注意」の「相互作用」欄に，両剤を前後して使用する場合には過強陣痛を起

こすおそれがある旨及び「本剤及びこれらの薬剤の有する子宮収縮作用が併用によ

り増強される」旨明記されていた。

これを本件についてみると，被告は，午後１０時にプロスタグランジン

Ｅ２を１錠投与した上で，その２２分後の午後１０時２２分からアトニンの点滴投

与を開始したのであるから，被告は，その分娩監視に当たっては，より慎重を期す

必要があったというべきである。

なお，アトニンの添付文書中の「同時併用」及び「前後して投与」の趣

旨は必ずしも明瞭ではないが，甲Ｂ１４（アトニンの製造販売元である帝国臓器製

） ，「 」薬株式会社の弁護士法２３条の２に基づく照会に対する回答書 では 同時併用

とはオキシトン及びプロスタグランジンの両薬剤の作用が重なる場合をいい 「前，

後して投与」とは一方の薬剤を投与し，その後必要に応じてもう一方の薬剤を投与

する場合をいい，両薬剤の子宮収縮作用には個体差があるため，ある決まった時間

をおくという目安はないとされていることに照らすと，被告による上記投与が添付

文書上の「同時併用」に該当し，禁止されていたものとまでは認められないという

べきである。また，上記( )イ認定のとおり，日本母性保護産婦人科学会は，会員1

向けの「日母産婦人科医報」１９９６年第４号において陣痛促進剤を使用する分娩

誘発の適応，要約を掲載しており，その中で，陣痛促進剤を使用するに当たっての
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共通の注意事項として，これら製剤をいかようにも併用することはすべて禁忌であ

る旨記載するとともに，プロスタグランジンＥ２使用上の注意点として「本剤投与

後，他の陣痛促進剤を用いる場合は，プロスタグランディンＥ２内服後少なくとも

１時間を経て後に用いること 」と記載しているが，添付文書上の上記記載及び上。

記回答書（甲Ｂ１４）の内容に徴すると，上記判断をただちに左右するものではな

い。

イ また，アトニンの投与開始時点の速度について，その添付文書には，同

薬剤の感受性は個人差が大きく，少量でも過強陣痛になる症例も報告されているの

で，ごく少量の点滴から開始し，陣痛の状況により徐々に増減すべきこととされ，

具体的には 「点滴速度を１～２ミリ単位／分から開始し，陣痛発来状況及び胎児，

心拍等を観察しながら適宜増減する」旨が記載されていた。

しかるに，被告は，アトニンの点滴投与を２ないし３ｍ単位／分の速度

で開始したのであるから，この点からしても，被告は，その分娩監視に当たって，

より慎重を期す必要があったというべきである。

なお，被告の上記投与開始時点での速度については，添付文書上の上記

記載との関係で問題になり得るが，投与開始時の速度については３ｍ単位／分まで

は許容範囲であるとする文献もみられる（甲Ｂ２１，２３）ことに徴すると，それ

自体をもって過量投与であると認めることはできない。

ウ ところで，アトニンの添付文書等では，上記のとおり，陣痛促進剤を投

与することにより，過強陣痛等により胎児仮死等が起こることがあるため，分娩監

視装置等を用いて，胎児の心音，子宮収縮の状態を十分に監視すべき旨警告されて

いた。

(ア) 上記胎児仮死について，日本母性保護医協会が昭和５６年に発行し

た「周産期胎児管理のチェックポイント」では，判断基準として次の４点が挙げら

れている（甲Ｂ２，４，乙Ｂ５）が，これによれば，胎児仮死の診断においては，

胎児心拍数の経時的な変化，子宮収縮の状況及びその両者の関係が重要な要素にな
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るので，陣痛促進剤の投与に当たっては，これらの点を的確に把握することが不可

欠になるというべきである。

① 持続的な徐脈の高度徐脈（１００回／分以下）への移行

なお，徐脈とは，胎児心拍数基線（胎児心拍数図上の一過性変動の

ない部分の１０分間程度の平均的な心拍数）が１２０回／分以下になったものをい

う。そのうち１００回／分以下となったものを高度徐脈という。

② 遅発一過性徐脈が１５分以上連続して出現するとき

なお，遅発一過性徐脈とは，徐脈のうち，心拍数の低下が子宮収縮

の開始より遅れて始まり，心拍数の最下点は子宮収縮のピークより遅れ，徐脈から

の回復も子宮収縮の終了より遅れるパターンをいう。

③ 高度変動一過性徐脈が６０回／分又は６０秒以上持続

なお，高度変動一過性徐脈とは，反復して出現する一過性徐脈の形

がそれぞれ異なり，子宮収縮と一過性徐脈の関係も一定でないものをいう。

④ 胎児心拍数基線細変動の減少又は消失

なお，胎児心拍数基線細変動とは，胎児心拍数基線の細かい心拍数

の変動をいう。

(イ) ところで，分娩監視装置は，胎児心拍数を計測する胎児心拍計，子

宮収縮及び胎動を検出する陣痛計並びに両者から得られる情報を連続的に同時記録

する装置の３つが一体となった機器である。記録紙の上段に胎児心拍図が，下段に

陣痛図が記録されるので，この両者に記録されている様々な情報を判読することに

より，胎児の健康状態の主要な指標の一つである胎児血の酸素化の良否，陣痛の状

態が客観的に，しかもリアルタイムに，かなり正確に評価することが可能となるの

で，現在では，周産期の母児管理に欠かせないものとなっている （甲Ｂ２）。

(ウ) 上記分娩監視装置の機能等のほか，上記認定の胎児仮死の判断基準

にかんがみると，陣痛促進剤の投与に伴う過強陣痛等により胎児仮死等が生ずるこ

とを回避するための分娩監視としては，分娩監視装置が設置されている医療機関に
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おいては，それを用いて行うことが，その趣旨・目的に最も良く適った適切な方法

であると判断される。

そして，このことは，本件投与の翌年の平成１３年１２月に，過強陣

痛等の分娩時異常を避けるためには，分娩監視装置を装着し，異常を的確に把握す

ることが必要不可欠と考えられるとして 上記両剤の添付文書の 警告 欄等の 分， 「 」 「

娩監視装置等」との記載から「等」が削除され，分娩監視装置を用いるべきことと

された（甲Ｂ１４）ことからも，基礎付けられるというべきである。

エ 以上の認定説示に基づいて，被告が本件投与に当たって行った分娩監視

の状況（上記( )イ及びウ）について検討すると，そのような分娩監視では，胎児3

心拍数，子宮収縮の状況についての数値が，相互に関連づけられないまま，断片的

に収集されるのみであり，分娩監視装置による継続的監視に比較して，極めて不十

分なものとなっていたといわざるを得ない。

そして，本件においては，上記ア及びイ説示のとおり，被告は，プロス

， ， ，タグランジンＥ２を投与した２２分後に しかも ２ないし３ｍ単位／分の速度で

アトニンの点滴投与を開始したのであるから，その分娩監視に当たってはより一層

慎重を期す必要があったこと，しかも，被告医院には分娩監視装置が設置されてい

たことをも併せ考慮すると，もとより，本件投与がされた平成１２年８月当時，ア

トニンの添付文書上分娩監視の方法が同装置の装着に限定されていた訳ではない

が，被告は，本件アトニンの点滴投与に当たり，胎児の心音や子宮収縮の状態を的

確に把握するために，分娩監視装置を装着して分娩監視をし，又はそれに匹敵する

内容・程度の分娩監視をすべき注意義務を負っていたにもかかわらず，その義務を

尽くさなかったものというべきである。

オ なお，原告らは，被告の本人尋問における供述を根拠に，被告は，娩出ま

での４６分間にアトニン５単位をほとんどを使い切った，許容量上限の速度（２０

ｍ単位／分）で４６分間点滴し続けたとしても０．９２単位にしかならないので，

過量投与であることが明らかである旨主張する。
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しかしながら，被告の本人尋問におけるアトニンの投与方法に関する供述

（１分間に６０滴で１ を投与することができるマイクロドリップで投与したとml

いうもの）に照らすと，５単位をほとんど使い切った旨の原告らの主張事実を認め

ることができない。上記原告らの主張は，採用できない。

なお，原告らは，陣痛促進剤の投与に関し，以上のほか，妊娠３５週以降

の場合は，前期破水があっても，２４時間待機し，分娩の経過を観察した上で分娩

誘発すべき注意義務がある旨主張する（別紙当事者の主張２の 。しかしながら，）

前期破水があった場合は，感染防止のために，待機は１２時間に留めた方がよいと

の見解もあり（甲Ａ７，甲Ｂ２８ ，原告ら主張の医学的知見が本件分娩当時確立）

。 ， ， ，していたものとはいえない しかも 前記前提となる事実認定のとおり 原告Ｂは

入院時に前日の８月４日深夜に破水のような現象があった旨訴えていたのであるか

ら，こうした事実にも徴 すると，原告らの上記主張は採用できない。

また，原告らは，争点１－２－３に関し，アトニンを投与する者は，投与

， ，初期に過強陣痛が生じやすいので 胎児心拍数によって胎児仮死の兆候を 把握し

適切に対処すべき義務があるところ，被告は，８月５日午後８時４０分以降，Ａの

１分間当たりの心拍数が一貫して減っているのを見過ごし た旨主張する（別紙当

事者の主張４ 。）

， ， ， ，この主張は 要するに アトニンを投与する以上 適切な分娩監視を行い

胎児仮死の徴表が表れれば適切な処置をとるべきであるというに帰し，以 上にお

いて認定した過失に包摂されるものであり，それとは異なる独自の 注意義務違反

を主張するものではないと解される。

４ 争点１－３（クリステレル圧出法を多数回行った過失の有無）について

， ， ， ，原告らは 被告が 原告Ｂの子宮口が全開に至らず 会陰切開もする前から

腹部をクリステレル圧出法により強く圧迫し始め，以後娩出に至るまで圧迫し続け

た旨主張する。

( ) クリステレル圧出法とは，腹壁上から子宮底に手を当てて，胎児の殿部1
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を母体脊柱方向に押すようにするものであり，胎児を子宮口の方に押し出すように

子宮底を押すものではない。これは，児頭は，娩出時には，骨盤誘導線に沿って前

方に向かうため，殿部を母体脊柱方向に押すことにより，母体前方への力が働き，

児頭が娩出されるためである（甲Ｂ５ 。）

( ) ところで，この点について，原告Ｂ作成の陳述書（甲Ａ５）中には，点2

滴開始後，原告Ｂがいきみ始めて間もなく，被告が同原告の左側から，腹部の上部

を思い切り押し始め，１０分ほどして，被告の母親がこれに代わった，その後，児

頭が見えてきたが，その後も娩出が進まなかったので，被告の母が，原告Ｂの腹が

張るたびにこれを押し，それがＡの娩出まで続いた旨の記載がある。他方，原告Ｂ

の本人尋問における供述は，原告Ｂがいきみ始めて間もなく，被告が陣痛のたびに

みぞおちを両腕で力強く押してきた，いきみ始めてから娩出までの時間のうち４割

くらいに達したところで児頭が見えてきたが，なお娩出に至らないため，腹部圧迫

を被告の母と交替したというものである。

以上の甲Ａ５の記載と，本人尋問における供述とを比較すると，被告の母

が原告Ｂの腹部を圧迫し始めたのと児頭が表れたのとのどちらが先であったかとい

う基本的な事実関係について変遷している。また，被告やその母親がした動作につ

いても，単に原告の腹部を「力強く押した」と供述等するものであり，上記認定の

クリステレル圧出法の方法と基本的な点において異なる内容となっている。

， ， ， ，( ) 以上の説示に加え 被告の本人尋問における供述 さらには Ａ出生後3

原告Ｂの腹部には，内出血も含め，異常はみられなかった（原告Ｂ）ことに徴する

と，被告やその母親がＡを娩出させるために，クリステレル圧出法により，原告Ｂ

の腹部を強く圧迫をしたことを認めることはできない。

したがって，原告らの上記主張は採用できない。

５ 争点１－４（出生直後のＡに対する措置に関する過失）について

( ) 原告らは，本件分娩がスムーズにいかないおそれがあった，このような1

場合には，生まれた児の状態が悪いこともあり得るから，被告には，直ちに小児科
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医による治療が受けられるように準備すべき注意義務があった旨主張する（別紙当

事者の主張６ 。）

しかしながら，原告Ｂについては，前記第２の１認定のとおり，妊娠中に

は異常がみられなかった。また，ＣＰＤ等を理由とする帝王切開を選択しなかった

過失に関する原告らの主張に理由がないことは，前記２説示のとおりである。さら

に，原告Ｂには，８月４日深夜と翌５日に破水のような現象が起きたものの，分娩

の過程で危険が生じることを具体的に予想させるほどの羊水の流出等があったこと

を認めるに足りる証拠はない。

そして，他に，Ａが娩出される前の段階で，原告ら主張に係る上記注意義

務があったことを基礎付ける具体的な事情を証する的確な証拠はないので，原告ら

の上記主張は採用できない。

( ) そこで，進んで，Ａの出生後について検討する。2

この点に関する原告らの主張は，要するに，Ａ出生後，直ちに小児科医に

（ ）， ，よる治療を受けられるようにすべき注意義務に違反した 争点１－４－１ また

Ａに対し適切な蘇生措置を行うべき注意義務に違反した（争点１－４－２）という

ものである。

しかしながら，上記注意義務違反の主張はいずれも採用できない。その理

由は，次のとおりである。

ア 前記１認定の被告医院における分娩の過程によれば，次のことが明らか

である。

本件分娩においては，アトニンを投与した後の８月５日午後１０時４５

分になって胎児心拍数上軽度徐脈が認められるに至ったが，それまでの間について

は，被告は，原告Ｂについても，胎児についても，格別異常を認めていなかった。

同日午後１１時，被告は，胎児心拍数が低下傾向にあると判断して，吸

引分娩を開始し，午後１１時８分，Ａを娩出させた。出生直後の呼吸数は４０回／

分，心拍数は１１０回／分であった。
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Ａは，午後１１時１１分ころ初めて啼泣したが，弱いものであった。呼

吸停止，心停止はなく，出生後間もなくの間のＡのアプガースコア自体はさほど低

くなかった（この点に関し，原告Ｃ作成の陳述書・乙Ａ６中には，普通の赤ちゃん

のようには泣かなかったが，見た目には色つやも良かった旨の記載がある ）が，。

自発呼吸がやや弱いと感じられたため，ジャクソンリースにより酸素投与を開始し

た。

午後１１時３５分，Ａの呼吸数は６０回／分，心拍数は１４０回／分

と多呼吸になった。被告は，ジャクソンリースによる酸素投与を引き続き行い，経

過観察をしたが，呼吸数の低下がみられなかったため，転医を考え，市民病院に連

絡したが，Ｏ－１５７による病棟閉鎖のため断られた。そこで，被告は，共済病院

に連絡し，受入れの内諾を得，翌８月６日零時３７分救急車の出動を要請し，零時

４０分ころ到着した救急車に同乗して，車中でも自ら酸素投与を行いながら，Ａを

共済病院に搬送した。零時４６分，共済病院に到着したが，その時点におけるＡの

動脈血酸素分圧は９９．５と正常値を示していた。

イ ところで，被告は，当時，医師免許取得後２３年余りの経験を有し，そ

の間，Ａ医科大学において麻酔科及び救命救急センターに勤務して，その業務に従

， （ ， ）。事したり Ｂ病院の産婦人科に勤務したりした経験も積んでいた 乙Ａ４ 被告

ウ 以上認定のＡ娩出後の経緯及び被告のこれまでの医師としての経験の内

容のほか，本件が深夜帯の出来事であったこと，さらには，共済病院に搬送された

時点におけるＡの動脈血酸素分圧が９９．５と正常値を示していたこと等を総合的

に考察すると，被告について，(ア) 小児科医による治療を受けさせることが遅れ

たとの注意義務違反があること，(イ) Ａに対し適切な蘇生措置を行うべき注意義

務違反があること（具体的には，十分な酸素供給を行わず，また，気管挿管も行わ

なかったこと）を基礎付ける具体的な事情を認めることはできないというべきであ

る。

してみると，争点１－４－１に関する原告らの主張中，Ａ出生後に係る
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もの及び争点１－４－２に関する原告らの主張は，いずれも採用できない。

６ 争点２（被告の過失とＡの脳障害との間の因果関係の有無）について

( ) 後医における診療の経過1

証拠（甲Ａ２，Ａ３の１，２，証人Ｄ）によれば，次の事実を認めること

ができる。

ア 共済病院関係

(ア) Ａは，８月６日零時４６分，共済病院に搬送された。その時点にお

ける症状としては，呼吸状態は良好であったが，元気がなく，ミオクローヌス（筋

を急速に収縮させて，手足をぴくつかせるような動き）及び易刺激性が認められ，

新生児であれば持っているべき原始反射がほぼ消失し，上肢の筋緊張が低下してい

た。血液検査の結果，いわゆる胎児仮死酵素と呼ばれる逸脱酵素の測定値が高かっ

た（ＡＳＴ２１３，ＬＤＨ１９３３，ＣＫ９８１ 。胸部レントゲン，心エコー，）

頭部超音波の各検査の結果，いずれも異常がなく，先天性の心疾患や脳疾患は認め

られなかった。

Ａを診察したＤ医師は，上記のような多彩な神経学的症状及び逸脱酵

素の上昇等から低酸素性虚血性脳症を疑い，保存的治療を開始して，経過観察をす

ることにした。

同日朝の段階で，活動性及び筋緊張の若干の回復を認めたが，代謝性

。 ， ， ，アシドーシスが進行した 逸脱酵素の測定結果は ＡＳＴ２３２ ＬＤＨ２０１１

ＣＫ４９１４と，搬入時よりも上昇していた。

(イ) 同月７日には，ミオクローヌスが継続し，眼球右上方固視・体動停

止を伴う微細けいれんが出現した。この日行われた頭部ＣＴ検査の結果，脳浮腫が

認められた。なお，同日朝の逸脱酵素の測定結果は，ＡＳＴ６２２，ＬＤＨ４１３

４，ＣＫ３６８６４と，更に上昇した。

(ウ) 同月８日には，意識障害やけいれんにやや増悪がみられた。大泉門

に軽度の膨隆が認められた。同日朝の逸脱酵素の測定結果は，ＡＳＴ５１９，ＬＤ
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Ｈ３３９０，ＣＫ１９２３０と，前日に比べ下がった。

， ， 。(エ) 同月９日 原告らの希望もあり Ａは大学病院ＮＩＣＵに転院した

朝の逸脱酵素の測定結果は，ＡＳＴ３６３，ＬＤＨ２５９２，ＣＫ６１０２と，更

に下がった。

イ 大学病院関係

(ア) ８月９日１２時５０分入院した時点の問題点として，ミオクローヌ

ス，易刺激性，上肢緊張低下，高ビルビリン血症，脳蓋内圧亢進，低ナトリウム血

， ， 。 ， ，症 原因不明のアシドーシス 輸液過負荷が指摘された また 午後５時３０分に

全身のけいれんが認められた。

(イ) 同月１０日に実施した頭部エコー検査の結果，脳浮腫は改善してい

た。

担当医は，同月７日のＣＫが高値であったことから，アプガースコア

は低くないが，新生児仮死があったと考えられる旨判断した。また，Ａが呈してい

る全身のけいれんの原因について，① 低酸素性虚血性脳症，② 脳梗塞，③ 低

ナトリウム，④ 頭蓋内出血を疑い，①及び②については状態が落ち着いた段階で

ＭＲＩ検査をし，④については頭部エコー検査により経過を観察することにした。

(ウ) その後，全身のけいれん発作については，その状況に応じフェノバ

ールの投与により対応した結果，次第に消失した。覚醒してきて，啼泣もみられる

ようになったが，目は上方を凝視する状況が続いていた。

(エ) 同月３０日にＭＲＩ検査を実施した結果，視床レンズ核，側脳室周

囲及び中心溝付近にＴ１短縮を認め，担当医は，これらすべてが低酸素性虚血性脳

症の所見と合致すると診断した。

(オ) ９月１２日，それまでの診療経過に基づいて，大学病院の母子医療

センター・Ｅ医師は 「新生児仮死，低酸素性虚血性脳症」と診断した。当時，経，

口哺乳も可能となっており，大きなけいれんもなくなったが，四肢の微細なけいれ

， 。んは断続的に出現しており 抗けいれん薬によるコントロールが課題になっていた
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そして，同月２４日，目つきは異常のままであったが，けいれん発作がみられず，

自律哺乳も確立したので，Ａは退院した。

(カ) 平成１３年１月１７日，大学病院小児科・Ｆ医師は 「新生児仮死，

による低酸素性脳障害，それによる知能障害，脳性麻痺，症候性点頭てんかん」と

診断した。なお，同医師は，その診断書の中で，前年８月３０日のＭＲＩ検査の結

果について 「大脳基底核と視床の萎縮と信号異常を示す。大脳運動野を中心とし，

た皮質の一部にも萎縮と信号異常を認める。これらは新生児仮死などによる重篤な

低酸素性脳障害に特徴的な画像所見である」旨記載している。

( ) 以上の認定事実に基づいて，まず，Ａに生じた脳障害の原因について検2

討するに，その原因事実は，分娩の過程，特に，上記認定のアトニンの投与ににあ

るものと判断される。その理由は，次のとおりである。

ア 上記認定事実によれば，次のことが明らかである。

Ａは，８月６日零時４６分に共済病院に搬送された時点で，ミオクロー

ヌス及び易刺激性が認められ，新生児であれば持っているべき原始反射がほぼ消失

し，上肢の筋緊張が低下していた。また，いわゆる逸脱酵素の測定値も高かった。

胸部レントゲン，心エコー，頭部超音波の各検査の結果，いずれも異常がなく，先

天性の心疾患や脳疾患は認められなかった。Ａを診察したＤ医師は，上記のような

多彩な神経学的症状及び逸脱酵素の上昇等から低酸素性虚血性脳症を疑った。

翌７日の頭部ＣＴ検査の結果脳浮腫が認められた。

そして，同月９日転院した大学病院では，当初，ミオクローヌス，易刺

激性，上肢緊張低下，高ビルビリン血症，脳蓋内圧亢進，低ナトリウム血症，原因

不明のアシドーシス等を呈しており，全身のけいれんも認められた。翌１０日，担

当医は，アプガースコアは低くなかったが，新生児仮死があったと考えられる旨判

断し，また，Ａが呈している全身のけいれんの原因について，① 低酸素性虚血性

脳症，② 脳梗塞，③ 低ナトリウム，④ 頭蓋内出血を疑い，①及び②について

は状態が落ち着いた段階でＭＲＩ検査をし，④については頭部エコー検査により経
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過を観察することにした。

同月３０日にＭＲＩ検査を実施した結果，視床レンズ核，側脳室周囲及

び中心溝付近にＴ１短縮を認め，担当医は，これらすべてが低酸素性虚血性脳症の

所見と合致すると診断した。また，９月１２日，それまでの診療経過に基づいて，

大学病院母子医療センターの医師は 「新生児仮死，低酸素性虚血性脳症」と診断，

した。

そして，Ａは，同月２４日，けいれん発作がみられず，自律哺乳も確立

したことから，大学病院を退院した。

平成１３年１月１７日，大学病院小児科・Ｆ医師は 「新生児仮死によ，

る低酸素性脳障害，それによる知能障害，脳性麻痺，症候性点頭てんかん」と診断

した。なお，同医師は，その診断書の中で，前年８月３０日のＭＲＩ検査の結果に

ついて 「大脳基底核と視床の萎縮と信号異常を示す。大脳運動野を中心とした皮，

質の一部にも萎縮と信号異常を認める。これらは新生児仮死などによる重篤な低酸

素性脳障害に特徴的な画像所見である」旨記載している。

イ 上記アの診療経過を総合すれば，Ａがその出生後呈していた脳障害は，

後医である共済病院及び大学病院の医師らが診断したように，低酸素性虚血性脳症

であると推認するのが相当である。

そして，その低酸素性虚血性脳症の発症原因は，Ａの分娩の過程にある

ものと認められる。その理由は，次のとおりである。

(ア) 上記のとおり，８月６日にＡについて実施された胸部レントゲン，

心エコー，頭部超音波の各検査の結果，いずれも異常がなく，先天性の心疾患や脳

疾患は認められなかった。また，前記前提となる事実（第２の１）摘示の原告Ｂの

， ， ，妊娠中の経過に照らすと 原告Ｂが 被告医院に通院し診療を受ける過程において

特に胎児の先天性の異常を疑わせるような 症状は認められていなかったことが明

らかである。

また，逸脱酵素の一つであるＣＫの値（標準は２００程度）は，仮死が
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全身臓器に及ぼした影響を反映しており（甲Ｂ３０の２ ，原因事実が生じた後ピ）

ークに達するのに１日程度はかかる（証人Ｄ）ところ，Ａについては，共済病院に

転医当初から高値を示しており（入院時９８１，同日朝４９１４ ，ピークに達し）

たのは翌８月７日朝（３６８６７）であった。

なお，上記８月７日の検査に関するリボ蛋白分画検査報告書によれば，

ＣＰＫアイソザイムにおいて，脳障害等で典型的に上昇する分画である ＢＢの占

める比率が０％であり，他のＭＢが９％，ＭＭが９１％となっている（甲Ａ２）た

め，上記検査結果が直ちに脳障害を示唆するものとはいえないが，少なくとも，全

身臓器に対する影響の程度を示しているものと認められる（証人Ｄ 。）

(イ) ところで，前記１認定の被告医院における分娩の経過によれば，８

月５日午後１０時２２分にアトニンの投与を開始し，その後午後１０時４ ５分に

胎児心拍数が１１６回／分（軽度徐脈）に低下し，午後１１時には更に１０８回／

（ ） ， ， ，分 軽度徐脈 に低下したので 被告が 胎児心拍数が低下傾向にあると判断して

吸引分娩に着手し，午後１１時８分に娩出するに至ったことが明らかである。本件

分娩の過程では，これ以外には格別の異常は認められていない。

そして，アトニンについては，添付文書上，プロスタグランジン製剤

と前後して投与する場合に過強陣痛を起こすおそれがあることが警告されていた。

その理由，機序等に関しては，両剤を前後して使用する場合には，両剤の有する子

宮収縮作用が併用により増強されるため，過強陣痛を起こすおそれがある旨及び同

薬剤の感受性は個人差が大きく，少量でも過強陣痛になる症例も報告されているの

で，ごく少量の点滴から開始し，陣痛の状況により徐々に増減すべき旨が，添付文

書上明記されていた。そして，証拠（甲Ｂ１７，１９）によれば，プロスタグラン

， ， ，ジン製剤を投与した後 一定時間後にオキシトシン製剤を投与すると 子宮収縮は

その追加量で起こる薬剤以上の収縮増強を示すことが電気生理学的にも証明されて

おり，この現象は，プロスタグランジン製剤が細胞内にとどまり，潜在的収縮促進

作用を持ち続けるためであると考えられていることが認められる。
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しかるに，被告が，当日，５錠目のプロスタグランジンＥ２を午後１

０時に投与した後に，午後１０時２２分からアトニン５単位の点滴投与を開始し，

しかも，当初，２ないし３ｍ単位／分の速度で投与したこと，そして，それにもか

かわらず被告が適切に分娩監視をしなかったことについて過失が認められることに

ついては，前記３説示のとおりである。

(ウ) 以上の認定説示を総合的に検討すると，Ａに生じた低酸素性虚血性

脳症の原因事実は，その分娩の過程，特に，上記認定のアトニンの投与にあるもの

と推認するのが相当である。

ウ ところで，被告は，以上の点について種々反論しているので，以下，検

討する。

(ア) 被告は，まず，Ａに生じた脳性麻痺は，分娩時の低酸素性虚血性脳

症が原因ではないと主張し，その根拠として，米国産科婦人科学会委員会が示す４

つの徴候のうち 「出生後５分以上アプガースコアが０ないし３点であること」が，

みられなかったことを挙げる（別紙当事者の主張８( )ア(ア) 。1 ）

確かに，証拠（甲Ｂ５，乙Ｂ１，３）によれば，１９９１年（平成３

年）に米国産科婦人科学会の委員会が，被告主張に係る４要件を満たさなければ，

分娩時の低酸素状態により脳性麻痺を発症したとはいえないとすべきだと定義した

ことが認められる。

しかしながら，米国と日本では前提となる分娩監視の状況が大きく異

なるのであり（甲Ｂ５ ，また，上記認定のＡが出生後転医した共済病院及び大学）

病院における診療の経過並びにその医師らが，その診察及び各種検査結果に基づい

て新生児仮死による低酸素性虚血性脳症であると診断していること，更には，先に

認定したＡの分娩に至る経過にかんがみると，被告の上記主張は，採用できない。

(イ) 被告は，過強陣痛は，① 臨床的には，陣痛周期において十分な弛

緩期（陣痛間欠期）が認められないときに診断されるものであり，また，② その

症状は，陣痛時の疼痛が激しく，産婦は苦悶し，顔面は発汗腫脹し，チアノーゼを
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きたし，反射的に怒責して不随意に糞尿を漏らし，ときに頚部，胸部などに気腫が

生じるというものであるが，本件ではそのような事実がなかった旨主張する（別紙

当事者の主張８( )ア(エ) 。1 ）

ところで，過強陣痛とは，収縮が頻発し，間欠（周歇）が１分以内と

なり，同時に間欠時内圧が上昇する場合をいう（甲Ｂ２１ 。そして，被告医院の）

診療録 乙Ａ１ には アトニン投与後の原告Ｂの陣痛の状況については 間欠 周（ ） ， ， （

歇 ，発作を含め，何ら記録されていないのであるから，これをもって過強陣痛が）

なかったということはできない。

また，確かに，被告が主張するような過強陣痛の典型的な症状が原告

Ｂに生じていたことを証する的確な証拠はないが，過強陣痛の症状の程度には，個

人差を含め，様々なものがあると考えられるのであり，被告主張に係る症状がなけ

れば，過強陣痛に該当しないというものではない。原告Ｂの本人尋問における供述

及び同人が作成した陳述書（甲Ａ５）によれば，お腹が焼けるように痛くなったと

いう部分もあり，具体性を欠いてはいるが，過強陣痛の発症を裏付けるものという

ことができる。

そして，本件においては，上記１認定のとおり，アトニン投与後２３

分経過した８月５日午後１０時４５分には，胎児心拍数上軽度徐脈が認められるに

至り，午後１１時には，被告は，胎児心拍数が低下傾向にあると判断して，吸引分

娩を開始している。また，午後１１時８分に出生後も，Ａは，アプガースコア自体

はさほど低くなかったものの，自発呼吸が弱いことから，ジャクソンリースにより

酸素投与が開始され，その後，多呼吸となり，それが改善されなかったため，転医

されることとなり，翌６日午前０時４６分共済病院へ搬送されたのである。このよ

うなアトニン投与後の分娩の経過及びＡ出生後の経過に加え，上記イ(イ)認定のア

トニンが具有する副作用の内容をも考慮すると，原告Ｂには過強陣痛が生じていた

ものと推認される。

したがって，被告の上記主張は，採用できない。
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( ) そこで，進んで，上記３認定の被告の過失とＡに生じた低酸素性虚血性3

脳症との間の因果関係について検討する。

ア 被告の過失の具体的な内容は，上記３( )エ説示のとおり，本件アトニ4

ンの点滴投与に当たり，胎児の心音や子宮収縮の状態を的確に把握するために，分

娩監視装置を装着して分娩監視をし，又はそれに匹敵する内容・程度の分娩監視を

すべき注意義務を負っていたにもかかわらず，その義務を尽くさなかったというも

のである。

したがって，これと，Ａの脳障害との間の因果関係の有無については，

被告が，上記注意義務を尽くして診療行為を行っていたならば，Ａが上記脳障害を

免れたか否かという観点に立って検討すべきことになる。具体的には，上記因果関

係の存在を肯定するためには，被告において十分な分娩監視をしていれば，過剰陣

痛ないし胎児仮死の徴候を発見し，その時点でアトニンの点滴投与について減量若

しくは中止し，また，急遂分娩等の措置を講ずることにより，胎児に対する脳障害

の危険を回避又はその程度を軽減することができたことが高度の蓋然性をもって証

明されることが必要になる。

イ そこで，上記観点に立って検討するに，分娩監視装置により分娩監視を

すれば，胎児の健康状態の主要な指標の一つである胎児血の酸素化の良否，陣痛の

状態が客観的に，しかもリアルタイムで，かなり正確に評価することが可能である

ことは，３( )ウ(イ)認定のとおりである。4

したがって，被告が，本件アトニンの点滴投与に当たり，胎児の心音や

子宮収縮の状態を的確に把握するために，分娩監視装置を装着して分娩監視をし，

又はそれに匹敵する内容・程度の分娩監視をすべき注意義務を尽くしていれば，そ

の異常を早期に発見することができた可能性があり，その異常を認めた場合に，そ

の時点でアトニンの点滴投与について減量若しくは中止し，また，急遂分娩等の措

置を講ずることにより，胎児に対する脳障害の危険を回避又はその程度を軽減する

ことができた可能性があったものといえる。
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， ，ウ しかしながら 前記１( )認定のアトニン投与後の分娩の経過によれば3

被告は，アトニン投与後２３分経過した８月５日午後１０時４５分に胎児心拍数上

軽度徐脈を認め，午後１１時には，胎児心拍数が低下傾向にあると判断して吸引分

娩に着手し，その８分後にはＡを娩出させている。このように，被告は，アトニン

投与後軽度徐脈の段階で異常を認識した後は，その１５分後に吸引分娩に着手し，

その８分後にはＡを娩出させるなど，比較的速やかな対応をしたものということが

できる。

また，出生後間もなくの間のＡのアプガースコア自体はさほど低くなか

った。現に，原告Ｃ作成の陳述書・乙Ａ６によっても，普通の赤ちゃんのようには

泣かなかったが，見た目には色つやも良かったことが認められる。さらに，本件に

おいては，上記( )ウ(イ)説示のとおり，被告が主張するような過強陣痛の典型的2

な症状が原告Ｂに生じていたことを証する的確な証拠はない。

以上のようなアトニン投与後軽度徐脈の段階で異常を認識した後に被告

がとった対応のほか，出生後間もなくの間のＡの状態，さらには，原告Ｂに生じて

いた過強陣痛の状況等をも総合的に考察すると，仮に被告が本件アトニンの点滴投

与に当たり分娩監視を的確にすべき注意義務を尽くしていたとしても，本件と異な

， 。る転帰となったと認めることについては 合理的な疑いが残るといわざるを得ない

エ 以上の認定説示を総合的に考察すると，仮に被告が本件アトニンの点滴

投与に当たり，胎児の心音や子宮収縮の状態を的確に把握するために，分娩監視装

置を装着して分娩監視をし，又はそれに匹敵する内容・程度の分娩監視をすべき注

意義務を尽くしていたならば，Ａに本件におけるような重篤な低酸素性虚血性脳症

という後遺障害が残らなかったことについて，相当程度の可能性があったものと認

めることができるが，それ以上に，高度の蓋然性が存在することの証明が尽くされ

たということはできない。

７ 争点３（損害額）について

以上認定・説示したところによれば，被告は，適切な医療行為を受けていた
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ならば上記重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性を侵害されたことによっ

てＡが被った損害を賠償すべき不法行為責任を免れない（最高裁平成１５年１１月

１１日三小判決・民集５７巻１０号１４６６頁参照 。そして，原告らの本件請求）

は，このような請求をも包含するものと解される。

そして，Ａが本件におけるような重大な後遺症が残らない相当程度の可能性

を侵害され，その結果被った精神的苦痛に関する損害については，以上認定・説示

した本件事案の内容，特に，被告の過失の態様，Ａに後遺症が残らなかった可能性

の程度，Ａに生じた後遺症の内容等のほか，本件に顕れた一切の事情を総合考慮し

て，３００万円をもって相当と認める。原告らは，この２分の１である１５０万円

ずつを相続により取得したことになる。

弁護士費用に関する損害については，本件事案の性質・難易，訴訟の経過，

認容額などを考慮して，原告らそれぞれについて２０万円をもって相当と認める。

なお，原告らは，以上のほか，Ａの逸失利益，生前の介護費及び葬儀費用に

ついても損害賠償を請求しているが，これらは，Ａが上記可能性を侵害されたこと

によって被った損害と認めることはできないので，失当である。

また，原告らは固有の慰謝料も請求しているが，Ａが本件におけるような重

大な後遺症が残らない相当程度の可能性を侵害されたことに関して，その父母であ

る原告らが受けた精神的苦痛は，民法７１１条所定の精神的損害に該当すると解す

ることはできないので，原告らの固有の慰謝料及び弁護士費用の損害賠償を求める

請求も理由がないことに帰する。

８ 結論

以上によれば，原告らの請求は，それぞれ１７０万円及びこれに対する不法

行為の日である平成１２年８月５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合によ

る遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，その余はいずれ

も理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第３５部
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裁判長裁判官 金 井 康 雄

裁判官 本 吉 弘 行

裁判官 望 月 千 広


